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米移民政策からの示唆 
～足元は様々な人種間で不満が高まっている～ 

 経済調査部 （主任エコノミスト） 桂畑 誠治 

 

（要旨） 

○ 日本の人口減少ペースは速く、少子・高齢化が急激に進んでいる。合計特殊出生

率を上昇させる政策がとられているが、効果が顕在化するか否か不透明な中、日

本への外国人受け入れを促す政策も進められている。米国の移民政策を反面教師

として、日本への示唆を考える。 

○ 米国の移民政策は、高技能を持つ専門家、家族関係に基づく移民を優先する制度

になっている。一時就労ビザ(H-2B ビザ)という非移民ビザがあるが、年間発給数

の法定上限が 6.6 万件と少ない。H-2B ビザ発給のために、2023 会計年度に雇用

主が米労働省に申請した労働者の総数は、約 21.5 万人だったが、ビザの発給が

約 13.2 万人にとどまるなど、毎年のように必要な数のビザが発行されていない。

このため、不法移民を低賃金労働の担い手として必要とし、滞在が黙認されてき

た。その結果、移民が既存の労働者から仕事を奪っている、治安を悪化させてい

るなどの否定的な意見が増加した。こうしたことも背景に米国民の移民政策への

不満が強まり、トランプ政権の誕生と米国社会分断の一因につながっている。 

○ 様々な人種、移民等のグループの米国社会での扱いについて、回答者による「満

足」「不満」を調査した「米国での様々な集団の扱いに対する満足度の傾向」

（Gallup 社）で、「満足」との回答は、移民が低下傾向を辿っているほか、黒人、

ヒスパニック系でも調査期間（2001 年-25 年）のピークを大幅に下回っており、

社会の反移民感情や他の人種への不満の高まりが影響しているとみられている。 

○ 外国人人口の増加は、急激な人口減少による悪影響を緩和する一方、社会の安定、

治安、文化、社会保障など多方面に影響を及ぼす。米国のように、政治・経済的

な理由から不法滞在者を容認することは、経済格差の拡大、治安の悪化、社会対

立を招きかねない。社会の安定を維持するためにも、状況に即した受け入れと厳

格な運用ルールが求められる。同時に、外国人が日本文化に合わせるだけではな

く、日本人も異なる文化を受け入れ、社会全体での多様性への対応が必要である。 
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１．はじめに 

日本の人口減少ペースは速く、少子・高齢化が急激に進んでいる。2025 年 5 月 1 日

現在の総人口は 1 億 2334 万人に減少した。内訳は、日本人人口が 1 億 1969 万人と前

年から▲94 万人減（▲0.78％）、外国人人口が 365 万人と同＋34 万人増（＋

10.27％）となった。国立社会保障・人口問題研究所の予測では、日本の人口は、2070

年に 8700 万人まで減少すると予想されている。 

人口減少によって課題が山積している。経済活動を支える生産年齢人口（15 歳～

64 歳）の減少が、労働力不足や経済規模の縮小に繋がる可能性が高まっている。ま

た、少子・高齢化が急激に進むことで、年金や医療などの負担が拡大し、社会保障制

度の維持が困難になるリスクがある。さらに、地方で若年層の減少や高齢化が進むこ

とで、過疎化が進み、地域経済が衰退、コミュニティの維持が困難になる恐れがあ

る。 

財政面では、人口の減少によって経済成長率が低下すれば、税収が減少する一方、

高齢化社会に対応したインフラ整備や街づくりなどへの支出によって、財政赤字が拡

大する可能性がある。安全保障面では、自衛隊の担い手が減少するほか、財政面から

軍事装備品などの不足に繋がる恐れがある。日本は、中国、ロシア、北朝鮮など権威

主義国家と隣接しており、日本の経済力や軍事力が一段と低下すれば、安全保障面で

のリスクが高まりかねない。 

人口の減少を抑制するために、合計特殊出生率を上昇させる政策がとられている

が、効果が顕在化するか否か不透明な状況が続くとみられている。このような政策を

強化するなかで、日本への外国人受け入れを増やす政策も進められている。米国社会

の移民政策を反面教師として、日本への示唆を考える。 

 

2．米国は不法移民の放置を一因として分断化を招いた 

①米国は移民で人口増加継続 

米国では、合計特殊出生率（一人の女性が一生の間で生む子どもの平均数）が 22 年

に 1.67 と人口の維持に必要な水準である 2.1 を下回っているものの、人口は自然増

（出生者-死者数）と移民の増加によって拡大を続けている。しかし、トランプ政権 2

期目では、国境警備の強化、亡命申請の制限、一時保護資格の停止、米移民・税関捜

査局（ＩＣＥ）による拘束・強制送還の増加といった対応を取ってきた。これらの政

策を受け、ＣＢＯ（議会予算局）による最新の人口予測（25 年 9 月）は下方修正され

た。ただ、抜本的な移民制度の変更は不可能との見方から、移民の増加が続き、米国

の人口増加を支え続けると予想されている（資料１）。ただし、純移民を除く人口を
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(出所）ＣＢＯデータより第一生命経済研究所作成

（資料1）米国の人口予測

自然増減 純移民 総人口

示す自然増減は 2031 年に減少に転じ、人口の増加ペースは大幅に鈍化すると推計され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②米国では少子高齢化問題を移民で対応もミスマッチ 

米国では、子どもを持つ世帯の税負担を軽減するような制度はあるが、移民の流入に

よって人口増加が続いているため、合計特殊出生率を引き上げるような政策の優先順位

は高くない。移民は、平均年齢が若いため、労働供給の拡大や米国の年齢構成の若返り

に貢献し、潜在成長率を押し上げ、経済成長を支えてきた。 

米国での永住権（グリーンカード）の取得は、全体として条件が厳しいが、学業や就

業機会などが多いため、米国への移民希望者は多い。米国の永住権の主な取得方法とし

て、ａ）家族ベース、ｂ） 雇用ベース、ｃ）多様化プログラム、ｄ）人道・その他があ

る。一般的な就労ビザ経由での永住権取得は、時間がかかるが、米国籍者との結婚、国

内外で認められた非凡な能力の保持者（科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野）、

国益免除 (National Interest Waiver: NIW) に該当するほどの卓越した能力・実績を

持つなど特定の資格を満たしていると、永住権取得の手続きが迅速に行われる。これら

の移民政策では、未熟練労働者の許可人数が限定的なため、不法移民の増加の一因とな

っている。 
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ａ）家族ベースでは、米国籍の親族、または永住権保持者である親族から請願する。

米国籍者の配偶者、米国籍者の 21 歳未満の未婚の子供（米国籍の親が外国籍の子供を

請願）、米国籍者が 21 歳以上の両親（米国籍の成人した子供が外国籍の両親を請願）、

米国籍者の寡婦・寡夫。これらは年間の発給数に上限がない。 

一方、米国籍者の 21 歳以上の未婚の子供、米国籍者の既婚の子供、米国籍者の兄弟

姉妹、永住権保持者の配偶者・21 歳未満の未婚の子供、永住権保持者の 21 歳以上の未

婚の子供。これらには、年間 22.6 万件の制限枠がある。なお、米国籍者の外国籍の婚

約者は、非移民ビザで入国後、米国籍者と結婚することで、米国籍者の親族となってか

ら、永住権を申請する。 

 

 ｂ）雇用ベース（Employment-Based:EB)では、米国経済に貢献できる技能、能力、

資金を持つ外国人に永住権を与える。特定の職業、能力、投資など 5 つに分類（EB1-5）

され、永住権を申請する。通常、米国の雇用主による請願が必要。件数は、年間 14 万

件となっている。 

雇用に基づく第 1 優先（EB-1:Employment-Based First Preference)では、科学、芸

術、教育、ビジネス、スポーツ分野での国内外で認められた非凡な能力が証明された人。

また、著名な教授・研究者で、特定の学問分野で国際的に認められ、3 年以上の教鞭ま

たは研究経験があり、大学や研究機関での恒久的な研究職・教育職に就く必要があるも

の。さらに、多国籍企業の管理職・役員で、請願書の提出前の 3 年間で少なくとも 1 年

間、米国以外の関連会社で管理職・役員として勤務していた実績があり、米国でも同様

の役職に就くことが条件となる。 

第 2 優先(EB-2)では、 高等学位（修士号など）を持つ専門家、科学・芸術・ビジネス

において卓越した能力を持つ者、高度な能力を持つ研究者や起業家などが利用すること

が多い国益免除 (National Interest Waiver:NIW) の対象者。高度な専門知識や能力を

持つ人々が対象。 

第 3 優先(EB-3)では、 熟練労働者（2 年以上の経験を要する職）、専門職（学士号を

要する職）、その他の労働者（非熟練労働者）。雇用主のスポンサー、労働証明が必要。 

第 4 優先(EB-4)では、宗教関係者、特定の国際機関職員、特定の退役軍人、特定の政

府職員など。 

第 5 優先(EB-5)では、投資家が対象。米国内の企業に一定額以上（通常の非ターゲッ

ト雇用地域で 105 万ドル、ターゲット雇用地域で 80 万ドル）を投資し、10 人以上の米

国人フルタイム雇用を創出、維持しなければならない。 
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ｃ）多様化プログラムとして、過去 5 年間に米国への移民が少ない国の人々を対象に

コンピューターによる無作為の抽選が毎年 1 回、特定の期間（通常 10 月～11 月上旬）

に行われる。対象国で、出生し、高校卒業以上の学歴、または特定の職業経験（直近 5

年間で 2 年以上の訓練を要する職業）が応募資格となる。 

 

ｄ）人道的・その他の方法。米国で難民・亡命者として認められれば、一定期間後に

永住権を申請できる。また、犯罪被害者、人身売買被害者に対する特別ビザなどから、

永住権へ切り替えられる。さらに、米国での長期居住者。 

以上のように、米国の移民政策は、高技能を持つ専門家、家族関係に基づく移民を優

先する制度になっている。EB-3 で、未熟練労働者を受け入れる枠はあるが、年間 1 万人

にとどまる。 

季節要因など一時的な未熟練での労働力不足を補うために、一時就労ビザ（H-2B ビ

ザ）という非移民ビザがある。対象は、農業以外のホテルやリゾートの季節従業員、造

園業者、建設作業員など。雇用主は、米国内に適切な労働者がいないこと、外国人労働

者の雇用が国内労働者の賃金や労働条件に悪影響を与えないことを証明する必要があ

るうえ、年間発給数の法定上限は 6.6 万件と少ない（議会の承認によって上限の限定的

な引き上げが可能）。 

H-2B ビザ発給のために、雇用主が米労働省に「外国人労働者受入証明」を提出する。

2021 会計年度に申請された労働者の総数は、約 18 万人だったが、ビザの発給は約 11 万

人にとどまった。2022 会計年度は、申請労働者総数が約 26.8 万人に対して、ビザの発

給は約 14.7 万人にとどまった。2023 会計年度は、申請労働者総数の約 21.5 万人に対

して、ビザの発給が約 13.2 万人にとどまった。毎年のように、必要な数のビザが発行

されず、建設業、ホスピタリティ産業、清掃業などでの労働力不足に対応できておらず、

不法移民滞在が黙認される結果となってきた。 

 

③米国では様々な人種間で不満が高まっている 

黒人、ヒスパニック系、アジア系、移民等のグループの米国社会での扱いについて、

回答者が「満足」しているか「不満」かの Gallup 社の調査「米国での様々な集団の扱

いに対する満足度の傾向（Trends in Satisfaction With How Groups Are Treated in 

the U.S.）（注 1）」で「非常に満足」「やや満足」と回答した合計をみると、移民が

低下傾向を辿っているほか、黒人、ヒスパニック系、アジア系でも調査期間（2001 年-

2025 年）のピークを大幅に下回っている（資料 2）。発表元によると、この満足度の低

下は、社会の反移民感情の高まりや他の人種への不満の高まりが、人々の意識に反映さ
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(出所)Gallupより第一生命経済研究所作成

（資料2)米社会での様々なｸﾞﾙｰﾌﾟの扱いに対する満足度調査

アジア系 黒人
ヒスパニック系 移民

れていると評価されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際、米国では、大量の移民の増加によって、移民が既存の労働者から仕事を奪って

いる、あるいは賃金の抑制に繋がっている、住宅価格や賃貸料を押し上げている、治安

を悪化させているなどの否定的な意見が増加している。 

また、社会と文化の多様化が米国の強みと言われてきたが、アジア系やヒスパニック

系の人口が大幅に増加したことで、米国の人種構成が大きく変化しており、米国のアイ

デンティティや社会への同化圧力、多文化共生について意見の対立が強まっている。不

法移民が低賃金労働の担い手として必要とされたため、滞在が黙認されてきた。また経

済的な理由を背景に、当局も法律を厳格に適用してこなかったため、不法移民が増加し、

その支援などによって財政負担の増加に繋がってきた。さらに、国境沿いの州や、共和

党の政策（注 2）によって不法移民が増加したニューヨーク市などで受け入れ機能が逼

迫し、財政的・行政的な大きな負担となった。また、治安悪化への懸念も高まったこと

で、米国民は移民政策への不満を強め、トランプ政権の誕生と米国社会分断化の一因に

つながっている。 

 

3．日本は社会融和に配慮した外国人増加を目指す必要 

日本では、人口減少に対して、少子化に歯止めをかける政策をより強化し、合計特

殊出生率を上昇させる政策を進めてきた。しかし、今のところそうはなっていない。

子育ての負担を軽減するための経済的な支援、仕事と育児の両立支援、結婚・妊娠・
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出産へのサポートなどを包括的に、さらに強化する必要に迫られている。合計特殊出

生率を上昇させる政策を強化しつつ、外国人労働者を受け入れる政策が実施されてい

る。現在日本では、専門的・技術的分野の外国人の受け入れを積極的に推進している

ほか、様々な在留資格で外国人材の受入れを進めている。ただ外国人が増加はしてい

るが、人口に占める割合は約 3％と、1 割程度の欧米諸国に比べて低い水準にとどまっ

ており、拡大余地は大きい。 

日本では、在留期間に関して、「技術・人文知識・国際業務」、「定住者」、「家

族滞在」、「留学」、「日本人の配偶者等」は、在留期限が設定されるが、税金や社

会保険料等の支払いなどの要件を満たし続ける限り何度でも更新できるため、日本に

無期限で滞在し続けることが可能となっている。もっとも、誰でも無期限に更新され

るわけではない。在留資格が取り消される場合について、① 在留資格の申請・取得の

際に、偽りや不正な手段を用いたことが判明した場合、②与えられた在留資格の本来

の目的となる活動を一定期間行っていない場合や、許可されていない他の活動を専ら

行っている場合、③中長期在留者（3 ヵ月以上在留する外国人）は、住居地に関する

届出義務を課されるが、未提出や虚偽の届出をした場合がある。 

さらに、2024 年 6 月に成立した改正入管法（2027 年 6 月までに施行）により、深刻

化する外国人の税金や社会保険料の滞納問題に対応するため、支払能力があるにもか

かわらず、悪意を持って滞納を続けた場合、永住者の資格が取り消される。また、永

住者以外の在留資格（技術・人文知識・国際業務、留学、日本人の配偶者等）は、取

消しにはならないが、在留資格の更新や他の資格への変更が不許可になり、日本での

滞在継続が不可能になる。 

 

外国人人口の増加は、急激な人口減少による悪影響を緩和するだけでなく、多様性

やイノベーション力を高め日本の国力を強くする効果も期待できる。また、長期在留

者や永住者は、社会保険（国民年金・国民健康保険）の納付義務が生じるため、社会

保障制度の維持にも貢献する。 

一方、社会の安定、治安、文化、社会保障など多方面に影響を及ぼす。米国のよう

に、政治・経済的な理由から不法滞在者を容認することは、経済格差の拡大、治安の

悪化、社会対立を招きかねない。日本では、米国のような社会の分断化を起こさず、

社会の安定を維持するためにも、状況に即した受け入れと厳格な運用ルールが求めら

れる。同時に、外国人の日本社会への融合も進める必要がある。多様な背景を持つ海

外の人々が日本社会に溶け込み、共存できる環境をつくることは重要である。外国人

が日本文化に合わせるだけではなく、日本人も異なる文化を受け入れ、社会全体で多
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様性に対応することが必要である。 

 

以 上 

 

 

【注 1】回答者自身の属性と関係なく、黒人、ヒスパニック系、移民などリストアッ

プされた全てのグループの扱いに対する満足度を尋ねる調査。 

【注 2】国境沿いの州で急増した移民を共和党がバスで NY 市に大量に送り込み、受

け入れ機能をパンクさせた。 
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